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国 営 計 第 ８ ７ 号

平成２１年１月２７日

各地方整備局総務部長 あて

企画部長

営繕部長

国土交通省大臣官房地方課長

技術調査課長

官庁営繕部計画課長

平成２０年度第２次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行における入

札・契約業務等の円滑な実施について

この度「平成２０年度第２次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行につい

て （平成２１年１月２７日付け国会公第１７１号）により、平成２０年度第２次補」

正予算による追加事業を含めた当省所管事業について、早期執行を図るとともに、

入札・契約手続を早期かつ適正に行うための事務の改善及び効率化について通知さ

れたところである。これを踏まえ、下記事項に留意の上、入札・契約業務等の円滑

な実施に努められたい。

記

１．入札手続期間の短縮等

（１）簡易型総合評価落札方式における提出資料の簡素化等

「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続について （平成１７年１０月７」

日付け国地契第８３号、国官技第１３７号、国営計第８５号）記２において、

簡易型総合評価落札方式の評価項目について定めているところであるが、簡易

型によって行われる工事のうち比較的小規模で工期が限定されるもの 以下 工（ 「

期限定工事」という ）については 「簡易な施工計画」の提出を原則として求。 、

めないものとする。この場合においては 「国土交通省直轄工事における品質確、

保促進ガイドライン （平成１７年９月３０日付け国地契第７８号、国官技第１」

２９号、国営計第８２号の別添）を参照として簡易な施工計画以外の適切な評

価項目を設定するものとする。

また、工期限定工事を工事希望型競争入札方式で実施する場合は 「工事希望、

型競争入札方式の手続について （平成１７年１０月７日付け国地契第８２号、」

国官技第１３８号、国営計第８６号）記４（１）③に規定する「当該工事に係

る簡易な施工計画」の提出を原則として求めないものとする。
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（２）入札手続期間の短縮

総合評価落札方式による場合の手続に係る日数については 「総合評価落札方、

式の実施に伴う手続について （平成１２年９月２０日付け建設省厚契発第３２」

号、建設省技調発第１４７号、建設省営計発第１３２号）の別紙 「一般競争入、

札方式の拡大に伴う手続の運用について （平成１７年１０月７日付け国地契第」

８１号、国官技第１３６号、国営計第８４号）の別紙１及び「国土交通省直轄

工事における品質確保促進ガイドライン」３－３（３）において標準的日数を

示しているところであるが、工期限定工事（ 入札保証金の取扱いに関する試行「

」（ 、 ）について 平成１８年１０月１６日付け国官会第１０３２号 国地契第６５号

等に基づき入札保証金を納めさせることとされるものを除く ）については、こ。

れらの標準的日数にかかわらず、入札公告等から申請書及び資料の提出期限ま

での日数、申請書及び資料の提出期限から競争参加資格の確認結果の通知まで

の日数、並びに競争参加資格の確認結果の通知から入札書の提出期限までの日

数を、それぞれ原則として７日（土曜日、日曜日、祝日等を含む ）を目処とす。

るよう努めること。

２．概算数量発注及び詳細設計付工事発注の積極的実施

（１）概算数量発注については 「事業執行に関する措置について （昭和５３年２、 」

月１７日付け建設省官技発第６６号 の趣旨を踏まえ 条件明示について 平） 、「 」（

成１４年３月２８日付け国官技第３６９号）及び「施工条件明示について （平」

成１４年５月３０日付け国営計第２４号）の規定により工事に関する施工条件

、 。 、を設計図書に明示することに留意しつつ その適切な活用に努めること また

詳細設計付工事発注についても、工事の種類、現場条件等を考慮し、適切な活

用に努めること。なお、概算数量発注又は詳細設計付工事発注で実施する工事

においては、当該工事に係る詳細設計及び数量（以下「詳細設計等」という ）。

が確定した段階で、最初の契約変更を適切に行うこと。

２ 契約変更の範囲については 設計変更に伴う契約変更の取扱いについて 昭（ ） 、「 」（

和４４年３月３１日付け建設省東地厚発第３１号の２）により運用されている

ところであるが、概算数量発注又は詳細設計付工事発注で実施する工事におい

ては、当該工事に係る詳細設計等に基づく最初の設計変更により追加されるも

のについて、原則として「現に施工中の工事と分離して施工することが著しく

困難なもの」として契約変更の対象としても差し支えないものとする。

３．留意事項

政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）の適用を受ける工事の一般競

争入札の実施に当たり、記１（２）により入札手続に要する期間を短縮するに当

たっては 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画 （平成６年１月、 」

１８日閣議了解）Ⅱ．１ （２ （イ）の規定に従い公告の日から入札期日までの． ）

期間を少なくとも４０日確保するとともに、事前に本省担当課と協議すること。


